
令 和 ７ 年 ３ 月 11 日　 

橋本市議会議長 

　　森下　伸吾　　様 

 

              　　     　 　    　令和７年度予算審査特別委員会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　委 員 長 　田中　博晃　 

　　 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 

　本委員会に付託の案件は、審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則 

第 110 条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

１．議　件 

 

議案第 10 号　　令和７年度橋本市一般会計予算について 

議案第 11 号　　令和７年度橋本市国民健康保険特別会計予算について 

議案第 12 号　　令和７年度橋本市駐車場事業特別会計予算について 

議案第 13 号　　令和７年度橋本市墓園事業特別会計予算について 

議案第 14 号　　令和７年度橋本市介護保険特別会計予算について 

議案第 15 号　　令和７年度橋本市後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第 16 号　　令和７年度橋本市工業団地造成事業特別会計予算について 

議案第 17 号　　令和７年度橋本市水道事業会計予算について 

議案第 18 号　　令和７年度橋本市下水道事業会計予算について 

議案第 19 号　　令和７年度橋本市病院事業会計予算について 

 

２．審査の結果 

 

別紙、委員長報告書のとおり、議案第 10 号、第 11 号、第 15 号、第 17 号及び

第 19 号は賛成多数で、議案第 12 号から第 14 号、第 16 号及び第 18 号は全会一

致で原案のとおりそれぞれ可決すべきものと決しました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

1

委　員　長　報　告　書 

 

　さる３月６日の本会議において、本委員会に付託された 

議案第 10 号から議案第 19 号までの令和７年度各会計予算 10 件の審査結

果について　報告いたします。　 

３月７日、10 日、11 日に委員会を開催し、慎重審査を行いました。 

審査結果については、次のとおりです。 

 

まず、議案第 10 号は、賛成討論が３人、反対討論が１人あり、賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 11 号は、賛成討論と反対討論がそれぞれ１人ずつあり、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 12 号から議案第 14 号までは、いずれも、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 15 号は、賛成討論と反対討論がそれぞれ１人ずつあり、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 16 号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第 17 号は、賛成討論と反対討論がそれぞれ１人ずつあり、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 18 号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第 19 号は、1 人の委員から反対討論がありましたが、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決しました。


